
加東市教育振興基本計画（原案）に対する意見の内容 

 
 平成２２年１２月１３日（月）～平成２３年１月１１日（火）の間に実施しました 
 
 
１．パブリックコメントの実施概要 
   （１）期  間   平成２２年１２月１３日（月）～平成２３年１月１１日（火） 
 
   （２）意見提出者等 ・提出者  ３名（内、原案に関係しない意見提出者 １名） 
             ・原案に対する意見提出件数 ６件 
 
   （３）提出の方法   

郵送 ファックス Ｅメール その他 計 
0 0 3 0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２．パブリックコメント実施における意見の内容と対応等 

関連章 意見の内容 市の対応等 
対象 
ページ 

●P.4 の３行目「みんなでつくる加東きらめき★夢プラン」は「みんなで

つくる加東きらめき★プラン」の間違いです。確認してください。 
 

誤りであるので、「みんなでつくる加東き

らめき★プラン」に修正します。 
P4 第１章

●５．計画の期間 
     福祉部子育て支援課が分掌している「加東市次世代育成支援

行動計画」（H17.4～H27.3.末の１０年時限立法）を合わせて記

載して、連携した施策として展開されることが必要ではないで

しょうか。 
     保育園（厚労省所管）と幼稚園（文科省所管）の縦割りシス

テムを改める一歩は、地方自治体（市町）が取り組みを始める

ことと考えます。 
 

加東市には「加東市総合計画」があり、そ

の下にご指摘いただいた計画や「環境基本

計画」など沢山の計画があります。それら

を全てここへ入れる訳にいかないので、計

画の期間の中へは盛込まず、４０ページに

出てくる「次世代育成行動計画」の後ろに

期間を入れて「次世代育成行動計画（平成

２２年度～平成２６年度）」とします。 

P4 

第１章

第４章

●４．計画の対象 
     「市立幼稚園、小中学校における学校教育と、家庭や地域に

おける社会教育を対象とします」と限定しながら、 
      第４章 Ⅰ．学校教育の充実 １．確かな学力の定着には 
       （７）幼保

．
小中連携の推進 

       （８）就学前
．．．

教育の充実 
    が入っていて、矛盾している。保育園を含む幼児教育を含める

と何か支障があるのでしょうか。 
 

第１章４．計画の対象（４ページ）の文章

にある「市立幼稚園」を「就学前教育」に

変え、「就学前教育、小中学校における学

校教育と、家庭や地域における社会教育を

対象とします。」に変更します。 

P4,26 



関連章 意見の内容 市の対応等 
対象 
ページ 

第３章 ●構成の全体的なバランスに配慮してはどうでしょうか。 
    第３章 これからの加東市の教育 
     ３．社会教育の重点では、（１）～（７）のうち（２）だけが

数行ごとに項立てがなされているので、文章を少しまとめて、

少し大括りとした方が、全体的にバランス良く感じられると思

います。 
 

「（２）共生社会と人権文化の創造（人権

尊重のまちづくりの推進）」とします。 
内容については、「加東市人権尊重のまち

づくり基本計画」に基づく内容であるた

め、変えることは出来ません。 
 

P15～ 
 P22 

● 加東市のスローガン「人間力の育成」には直接結びつかないかも知

れませんが、世界的潮流である温暖化対策、炭酸ガス削減に向けての環

境教育にひと言も触れていないのは、どうかと考えますが、いかがでし

ょうか。 
 

P28 の「②施策の取組」の前半文書に「環

境学習」についても盛込み、「地域の自然

環境を生かした体験活動を実施し、総合的

な学習の時間を中心として、地域の自然を

生かした創意工夫ある環境学習を展開し

ていきます。」とします。 

 
 
 
 
 

全般 

● 章、節、項の標題の表現は次のように略したり、括った方が良いと

思う。 
    P.5 １．現状と課題 → 加東市を取り巻く現状と課題 
    P.8、11 （１）本市学校教育の・・・ → 学校教育の成果と

課題 
（２）本市社会教育の・・・ → 社会教育の成果と

課題 
P.8、9、10、11、13 ～の充実、～の推進  

→ 省略（∵現状だから） 
P.23 第４章 加東市の教育のめざす姿 
     → 加東市の教育のめざす方向と施策の取組

．．．．．．．．
 

 

P5、8、11 の表題にある「本市」という文

言は、括ります。 
 
 
P8、9、11、13 の表題にある「充実」「推

進」については、それぞれ「充実」「推進」

に向けて頑張った結果と考えると括る事

はできません。 
 
 
第４章のタイトルを「加東市の教育のめざ

す方向と施策の取組－各論－」とします。

P5,8,9, 
10,11,13, 
23 



３．総務文教常任委員会での意見の内容と対応 

関連章 意見の内容 市の対応等 
対象 
ページ 

第３章 ●１５ページ第３章のタイトル「これからの加東市の教育」と２３ペー

ジ第４章「加東市の教育のめざす姿－各論－」と同じ意味合いのタイト

ルになっていませんか。 
 例えば、第３章のタイトルを「加東市の今後の教育－総論－」とした

方が良いのでは。 
 

第３章のタイトルを「加東市の今後の教育

－総論－」とします。 
P15,23 

第１章

第４章

●第４章の「Ⅰ．学校教育の充実」の「３．健康体力づくり」は、第１

章８ページ５行目の「確かな学力、豊かな心、健やかな体をバランスよ

く育成することが求められています。」と連携して、「３．健やかな体力

づくり」の方が言葉の一貫性があるのでは。 
 

健康体力づくりには体力面だけではなく、

保健体育の意味、即ち健康面も含まれるた

め、変更しません。 

P8,28 

 
 
☆なお、本計画（原案）に関係しない意見については、別途事務局で対応させていただきました。 


